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規 則 の あ ら ま し 

○ 名古屋市有料自転車駐車場条例施行細則の一部を改正する規則（第95号） 

 1  改正内容 

   土地区画整理事業による町の区域の設定及び変更に伴い、規定の整理を 

行います。 

 2  施行期日 

   平成29年11月11日から施行します。 
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 名古屋市有料自転車駐車場条例施行細則の一部を改正する規則をここに公布 

する。 

  平成29年11月 9 日 

名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市規則第95号 

   名古屋市有料自転車駐車場条例施行細則の一部を改正する規則 

 名古屋市有料自転車駐車場条例施行細則（平成27年名古屋市規則第 101 号） 

の一部を次のように改正する。 

 別表徳重駅自転車駐車場の項中「名古屋市緑区鳴海町字神沢32番 1 」を「名 

古屋市緑区元徳重一丁目 401 番」に改める。 

附 則 

この規則は、平成29年11月11日から施行する。 
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名古屋市告示第 715号 

   有料公園施設等の供用時間の変更について 

 名古屋市都市公園条例施行細則（昭和34年名古屋市規則第14号）第 6条第 2

項の規定により、次のとおり有料公園施設等の供用時間を変更します。 

  平成29年11月 6日 

名古屋市長  河  村  た か し   

1 公園の名称 

東山公園 

2 供用時間を変更する日 

  平成29年11月17日から同月19日まで及び同月23日から同月26日まで 

3  変更内容 

有料公園施設等の名称 変更前の供用時間 変更後の供用時間

動植物園 

（ただし、一部区域を除く。）

午前 9時から 

午後 4時30分まで 

午前 9時から 

午後 8時まで 

植物園東駐車場 

上池駐車場 

星が丘駐車場 

緑橋下駐車場（東山公園） 

午前 8時45分から 

午後 5時まで 

午前 8時45分から

午後 8時30分まで

展望塔前駐車場（東山公園） 

（有料公園施設として供用する

場合に限る。） 

午前 8時45分から 

午後 5時まで 

午前 8時45分から

午後 8時まで 

名古屋市緑政土木局東山総合公園管理課 
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名古屋市告示第 716 号 

   名古屋市下志段味特定土地区画整理組合の理事の氏名及び住所の 

届出 

土地区画整理法（昭和29年法律第 119 号）第29条第 1項の規定により、名古

屋市下志段味特定土地区画整理組合から次のとおり理事の氏名及び住所の届出

がありました。 

平成29年11月 8 日 

                 名古屋市長  河  村  た か し 

氏 名      住 所 

伊 藤  誠   名古屋市守山区大字下志段味字上野山1075番地の 3

伊 藤 正 臣  名古屋市守山区大字下志段味字長根1497番地 

伊 藤 政 利  名古屋市守山区大字下志段味字東新田1383番地の 7

尾 関 峯 雄  名古屋市守山区大字下志段味字池段寺 913 番地 

加 藤 公 生  名古屋市守山区大字下志段味字唐曽1145番地 

加 藤 尚 史  名古屋市守山区大字下志段味字北荒田2353番地の 1

加 藤  鈞   名古屋市守山区大字下志段味字唐曽1135番地 

加 藤 洋 興  名古屋市守山区大字下志段味字西新外 642 番地 

加 藤 義 久  名古屋市守山区大字下志段味字濁り池1713番地の 1

加 藤 惠 久  名古屋市守山区大字下志段味字長戸1648番地の15 

河 内  豊   名古屋市守山区大字下志段味字穴ケ洞2271番地の 250

木 全 義 春  名古屋市守山区大字下志段味字濁り池1719番地の 2

高 坂 勝 彦  名古屋市守山区大字下志段味字横堤1419番地 

寺 平 德 夫  名古屋市守山区大字下志段味字島の口1858番地の 1

長 塚 武 彦  名古屋市守山区大字下志段味字上野山1063番地 
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野 田 幸 治  名古屋市守山区大字下志段味字石米1275番地 

野 田 正 明  名古屋市守山区大字下志段味字池田 786 番地 

野 田 昌 男  名古屋市守山区大字下志段味字東新田1344番地の 2

松 田 勝 利  名古屋市守山区大字下志段味字東新外 573 番地 

水 野 嘉志郎  名古屋市守山区大字下志段味字新林2119番地の 1

名古屋市住宅都市局都市整備部区画整理課 
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名古屋市告示第 717号 

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例に基づく形 

質変更時届出管理区域の指定の解除について 

市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例（平成15年名古屋市条

例第15号）第58条の 8第 2項の規定に基づき、形質変更時届出管理区域の指定

を次のとおり解除します。 

平成29年11月 8日 

名古屋市長  河  村  た か し 

1 指定を解除する区域 

平成29年名古屋市告示第 684号により指定した区域の全部 

2 指定する事由がなくなった特定有害物質の種類 

カドミウム及びその化合物（土壌溶出量基準） 

砒
ひ

素及びその化合物（土壌溶出量基準） 

ふっ素及びその化合物（土壌溶出量基準） 

鉛及びその化合物（土壌含有量基準） 

3 当該形質変更時届出管理区域において講じられた汚染の除去等の措置 

土壌汚染の除去（基準不適合土壌の掘削による除去） 

名古屋市環境局地域環境対策部地域環境対策課 
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名古屋市告示第 718 号 

   建築協定の認可 

 建築基準法（昭和25年法律第 201 号）第73条第 1 項の規定により次の建築協 

定を認可しましたので、同条第 2 項の規定により告示するとともに、同条第 3  

項の規定により建築協定書を一般の縦覧に供します。 

  平成29年11月 9 日

名古屋市長  河  村  た か し  

 1  建築協定の名称 

  みどりヶ丘北地域建築協定 

 2  建築協定区域 

  名古屋市緑区ほら貝二丁目 4 番 2  外 

 3  縦覧場所 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

  名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課（名古屋市役所西庁舎 2 階） 

 4  縦覧日時

  名古屋市の休日を定める条例（平成 3 年名古屋市条例第36号）第 2 条第 1  

 項に規定する本市の休日以外の日の午前 8 時45分から午後 5 時15分まで。た 

 だし、正午から午後 1 時までは除きます。 

名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課 
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名古屋市告示第 719号 

   名古屋市徳重北部土地区画整理組合の換地処分公告 

 土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）第 103条第 3項の規定により、名

古屋市徳重北部土地区画整理組合から換地処分を行った旨の届出がありました。 

  平成29年11月10日 

名古屋市長  河  村  た か し 

名古屋市住宅都市局都市整備部区画整理課 
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名古屋市告示第 720号 

清純な施設環境を保持すべき施設の指定の一部改正について 

平成25年名古屋市告示第 216号（清純な施設環境を保持すべき施設の指定）

の一部を次のように改正し、平成29年11月11日から施行します。 

平成29年11月10日 

名古屋市長  河  村  た か し 

 表中 

「      

 名古屋市徳重地区会

館 
緑区鳴海町字徳重18番地の41 名古屋市 を 

    」 

「      

 名古屋市徳重地区会

館 
緑区元徳重一丁目 401番地 名古屋市 に 

    」 

改める。  

名古屋市健康福祉局健康部環境薬務課 
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名古屋市選挙管理委員会告示第21 号 

名古屋市議会議員東区選挙区補欠選挙における選挙期日について 

公職選挙法（昭和25 年法律第  100 号）第  113 条第 1 項の規定に基づき、名古

屋市議会議員東区選挙区補欠選挙を次のとおり行う。 

  平成29 年11 月10 日 

           名古屋市選挙管理委員会委員長  佐 橋 典 一 

1  選挙期日 

    平成29 年11 月19 日 

2  選挙を行う選挙区 

  東区選挙区 

3  選挙すべき議員の数 

1 人 

名古屋市選挙管理委員会事務局 
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名古屋市選挙管理委員会告示第22 号 

   名古屋市議会議員東区選挙区補欠選挙における選挙長及び選挙長 

   職務代理者の選任について 

 公職選挙法（昭和25 年法律第  100 号）第75 条第 3 項及び公職選挙法施行令（

昭和25 年政令第89 号）第80 条第 1 項の規定に基づき、平成29 年11 月19 日執行の

名古屋市議会議員東区選挙区補欠選挙の選挙長及び選挙長職務代理者を次のと

おり選任した。 

  平成29 年11 月10 日 

           名古屋市選挙管理委員会委員長  佐 橋 典 一 

1  選挙長 

  氏 名  大島 一成 

  住  所  名古屋市東区出来町二丁目 8 番 8 号 

       ザ・シーン徳川園  1306号 

2  選挙長職務代理者 

  氏 名  渡邉 豪 

  住 所  名古屋市東区橦木町 2 丁目 9 番地 

名古屋市選挙管理委員会事務局 

13



名古屋市選挙管理委員会告示第23 号 

   名古屋市議会議員東区選挙区補欠選挙における選挙長の事務を処 

   理する場所について 

 平成29 年11 月19 日執行の名古屋市議会議員東区選挙区補欠選挙における選挙

長の事務を処理する場所を次のとおり定めた。 

  平成29 年11 月10 日 

           名古屋市選挙管理委員会委員長  佐 橋 典 一 

選挙長の事務を処理する場所 

名古屋市東区筒井一丁目 7 番74 号  名古屋市東区役所 

名古屋市選挙管理委員会事務局 
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名古屋市選挙管理委員会告示第24 号 

   名古屋市議会議員東区選挙区補欠選挙における開票事務と選挙会 

   事務とを併せて行うことについて 

  公職選挙法（昭和25 年法律第  100 号）第79 条第 1 項の規定に基づき、平成29

年11 月19 日執行の名古屋市議会議員東区選挙区補欠選挙における開票事務は、

選挙会場において選挙会の事務に併せて行う。 

  平成29 年11 月10 日 

           名古屋市選挙管理委員会委員長  佐 橋 典 一 

名古屋市選挙管理委員会事務局 
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名古屋市選挙管理委員会告示第25 号 

   名古屋市議会議員東区選挙区補欠選挙における選挙会を開催する 

   日時及び場所について 

 公職選挙法（昭和25 年法律第  100 号）第77 条第 1 項の規定に基づき、平成29

年11 月19 日執行の名古屋市議会議員東区選挙区補欠選挙における選挙会を開催

する日時及び場所を次のとおり定めた。 

  平成29 年11 月10 日 

           名古屋市選挙管理委員会委員長  佐 橋 典 一 

1  選挙会を開催する日時 

  平成29 年11 月19 日 午後 9 時15 分 

2  選挙会を開催する場所 

  名古屋市東区筒井一丁目 7 番74 号  名古屋市東区役所 講堂 

名古屋市選挙管理委員会事務局 

16



名古屋市選挙管理委員会告示第26 号 

   名古屋市議会議員東区選挙区補欠選挙における選挙公報掲載文の 

   掲載順序決定のくじを行う日時及び場所について 

 名古屋市議会議員選挙公報発行規程（昭和58 年名古屋市選挙管理委員会規程

第 2 号）第 7 条の規定により、平成29 年11 月19 日執行の名古屋市議会議員東区

選挙区補欠選挙における選挙公報の掲載文の掲載順序を定めるくじを行う日時

及び場所を次のとおり指定した。 

  平成29 年11 月10 日 

           名古屋市選挙管理委員会委員長  佐 橋 典 一 

1  くじを行う日時 

  平成29 年11 月10 日 午後 5 時30 分 

2  くじを行う場所 

  名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

  名古屋市役所東庁舎 5 階 選挙管理委員室 

名古屋市選挙管理委員会事務局 
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名古屋市選挙管理委員会告示第27 号 

   名古屋市議会議員東区選挙区補欠選挙において選挙運動に関し支 

   出することができる金額の制限額について 

 公職選挙法（昭和25 年法律第  100 号）第  194 条の規定に基づき、平成29 年11

月19 日執行の名古屋市議会議員東区選挙区補欠選挙において選挙運動に関し支

出することができる金額の制限額は、候補者 1 人につき次のとおりである。 

  平成29 年11 月10 日 

           名古屋市選挙管理委員会委員長  佐 橋 典 一 

制限額 8,383,500円 

名古屋市選挙管理委員会事務局 
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名古屋市選挙管理委員会告示第28 号 

各種直接請求等に必要な数について 

 地方自治法（昭和22 年法律第67 号）の規定による各種の直接請求、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和31 年法律第 162  号）の規定による委員

の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成16 年法律第59 号）の

規定による合併協議会設置の請求をするのに必要な数は次のとおりである。 

  平成29 年11 月10 日 

名古屋市選挙管理委員会委員長 佐 橋 典 一 

1  地方自治法第74 条第 1 項（条例（地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料

及び手数料の徴収に関するものを除く。 ）の制定又は改廃の請求）、 同法

第75 条第 1 項（市の事務並びに市長及び教育委員会、選挙管理委員会、人

事委員会、農業委員会その他法令又は条例に基づく委員会又は委員の権限

に属する事務の執行に関する監査の請求）及び市町村の合併の特例に関す

る法律第 4 条第 1 項及び同法第 5 条第 1 項（合併協議会設置の請求）に規

定する数 

37,485 人 

2  地方自治法第76 条第 1 項（市の議会の解散の請求）、 同法第81 条第 1 項

（市長の解職の請求）及び同法第86 条第 1 項（副市長、選挙管理委員又は

監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第 8 条第 1 項（市の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求）に規定す

る数 

334,276 人 

3  地方自治法第80 条第 1 項（市の議会の議員の解職の請求）及び同法第86 条
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第 1 項（区の選挙管理委員の解職の請求）に規定する数 

区 名 規定する数 区 名 規定する数 

千 種 区 43,597 人 熱 田 区 18,328 人

東   区 20,955 人 中 川 区 60,250 人

北   区 45,646 人 港   区 39,326 人

西   区 40,810 人 南   区 38,201 人

中 村 区 37,737 人 守 山 区 46,624 人

中   区 22,612 人 緑   区 65,506 人

昭 和 区 28,263 人 名 東 区 43,851 人

瑞 穂 区 29,784 人 天 白 区 43,250 人

4  市町村の合併の特例に関する法律第 4 条第11 項及び同法第 5 条第15 項に規

定する数 

312,368 人 

名古屋市選挙管理委員会事務局
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名古屋市教育委員会告示第38号 

教育委員会定例会の開催について 

平成29年11月 9日午前 9時30分教育委員会室において教育委員会定例会を開

催し次の議件を付議します。 

平成29年11月 6日 

名古屋市教育委員会教育長  杉 﨑 正 美 

請願審査について 

名古屋市体育館条例の一部改正について 

補正予算について 

平成30年度名古屋市立高等学校入学者募集要項について 

平成30年度名古屋市立特別支援学校高等部入学者募集要項について 

名古屋市学校保健優良校の表彰について 

指定管理者の指定について（中村生涯学習センター始め 8施設）  

指定管理者の指定について（女性会館） 

指定管理者の指定について（瑞穂公園の公園施設） 

指定管理者の指定について（名古屋市枇杷島スポーツセンター始め 6施設） 

指定管理者の指定について（名古屋市黒川スポーツトレーニングセンター） 

指定管理者の指定について（瑞穂運動場） 

指定管理者の指定について（名古屋市志段味スポーツランド） 

指定管理者の指定について（名古屋市中川プール始め 8施設） 

指定管理者の指定について（名古屋市名城庭球場） 

名古屋市教育委員会事務局総務部総務課 
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   土地改良区の役員の就退任の公告 

 土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、次の土地

改良区の役員が次のように退任し、及び就任した旨の届出がありました。 

平成29年11月 7日 

                 名古屋市長  河  村  た か し  

1  富田町土地改良区 

(1) 退任役員 

理事 横井 昭男  名古屋市中川区戸田三丁目 709番地 

   理事 風岡 正夫  名古屋市中川区水里二丁目22番地 

   理事 山田 政治  名古屋市中川区戸田五丁目1509番地の 2 

   理事 佐藤 実男  名古屋市中川区戸田四丁目2003番地 

   理事 安井  富  名古屋市中川区富永二丁目73番地 

   理事 伊藤 盛幸  名古屋市中川区富永三丁目 252番地 

   理事 山田 次一  名古屋市中川区富永二丁目 362番地 

   理事 山田 義正  名古屋市中川区富永二丁目 380番地 

   理事 山田 重敏  名古屋市中川区富永二丁目 427番地 

   理事 福谷 利四男 名古屋市中川区富田町大字榎津1715番地 

   理事 水野 克正  名古屋市中川区富田町大字榎津1784番地 

理事 服部  豊  名古屋市中川区江松五丁目1132番地 

理事 小塚 光昭  名古屋市中川区江松五丁目1803番地 

監事 山田 竹男  名古屋市中川区戸田三丁目1406番地 

   監事 服部 勝三  名古屋市中川区富永二丁目 193番地 

   監事 市江 欣司  名古屋市中川区富田町大字榎津1688・1690合番地 

(2) 就任役員 

理事 横井 昭男  名古屋市中川区戸田三丁目 709番地 
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   理事 風岡 正夫  名古屋市中川区水里二丁目22番地 

   理事 山田 政治  名古屋市中川区戸田五丁目1509番地の 2 

   理事 佐藤 精信  名古屋市中川区戸田四丁目 609番地 

   理事 安井  富  名古屋市中川区富永二丁目73番地 

   理事 安井 正敏  名古屋市中川区富永三丁目 158番地 

   理事 服部 勝三  名古屋市中川区富永二丁目 193番地 

   理事 山田 義正  名古屋市中川区富永二丁目 380番地 

   理事 山田 重敏  名古屋市中川区富永二丁目 427番地 

   理事 福谷 利四男 名古屋市中川区富田町大字榎津1715番地 

   理事 秋田 和昭  名古屋市中川区富田町大字榎津1684番地 

理事 服部  豊  名古屋市中川区江松五丁目1132番地 

理事 小塚 光昭  名古屋市中川区江松五丁目1803番地 

監事 服部 留男  名古屋市中川区戸田三丁目1201番地 

   監事 山田  猛  名古屋市中川区富永三丁目 103番地 

   監事 市江 欣司  名古屋市中川区富田町大字榎津1688・1690合番地 

                     名古屋市緑政土木局都市農業課 
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   平成29年度名古屋市職員免許資格職採用試験公告 

 名古屋市職員採用試験を次のとおり実施します。 

  平成29年11月 7日 

名古屋市人事委員会委員長  西 部 啓 一  
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 名古屋市の求める人材   「やる気に満ち、積極的な姿勢を持った人材」

(※)6 月実施試験とは、平成 29年 6月 25 日に第 1次試験を実施した免許資格職採用試験を指します。 

１ 試験区分・採用予定人員・主な職務内容等

試験区分 採用予定人員(※1） 主な職務内容(※2） 

学芸（考古学） 数名 
博物館等における展示（企画、立案、実施）、教育普及事業, 

資料収集、調査研究 など

(※1)採用予定人員は現時点での目安であり、今後の事業計画等により変動することがあります。 

(※2)組織の改廃等により、採用後上表の「主な職務内容」に掲げるもの以外の職務に従事することとなる場合もあります。

２ 受験資格 

次の(１)及び(２)のすべての要件を満たすことが必要です。

（１）年齢要件等及び免許資格 

年齢要件等 

次のいずれかに該当する方 

・昭和62年(1987年)4月2日から平成8年(1996年)4月1日までに生まれた方 

・平成 8年(1996 年)4 月 2 日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（短期大学

を除く。）を卒業又は平成 30年(2018 年)3 月 31 日までに卒業見込の方

免許資格 学芸員の資格を有する方又は平成 30 年(2018 年)3 月 31 日までに有する見込の方

(注) 受験資格以外に、職員として採用されるにあたっての注意事項があります。必ず確認してください。 

  ・ 学芸員の資格を有する見込である方 … 5ページ「6(2)」 

   ・ 日本国籍を有しない方… 5ページ「6(2)」及び 7ページ「13(1)」

（２）次のいずれにも該当しない方 

ア 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

ウ 名古屋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない者 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

注意事項 

・実施する試験区分は、学芸（考古学）区分のみです。 

・6月実施試験（※）の受験者も、申込みできます。

平成２9 年度 

名古屋市職員免許資格職採用試験案内【追加募集：学芸（考古学）】

● 採用予定日  ：平成３０年 4 月 1 日 

● 第１次試験日 ：平成 29 年 12 月 10 日（日） 

● 申込期間   ：11 月 7 日（火）から 11 月 26 日（日）まで 

平成２9 年１1 月 7 日 

               名 古 屋 市 人 事 委 員 会 
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３ 試験の日程等 （注）試験の日程等は変更する場合があります。 

電話による日程等の問い合わせはご遠慮ください。 

それぞれの日程にあわせて受験に必要なお知らせ等を掲載しますので、名古屋市公式ウェブサイト（以 

下、市ウェブサイトといいます。）を必ずご確認ください。 

申 込 期 間 11月7日(火)～11月26日(日) 

受験票発送 12月1日(金) 

第

1

次

試

験 

教養試験 
12月10日(日) 午前8時45分開場 午前9時00分着席

終了予定時刻 

午後3時30分頃（※昼食等が必要です。） 
経験・業績論文 

第 1次試験合格発表 

（注） 
12月27日（水） 

第 

2 

次 

試 

験 

論文試験 
※12月10日(日)

※論文試験は、第1次試験日に実施します。 

口述試験 

（個別面接及び専門面接）

1月中旬から下旬

・第1次試験合格者への通知でお知らせする日に実施します。 

・試験日程を受験者の希望により変更することはできません。

合格発表 

（注） 

1月31日（水） 

・第2次試験科目を全て受験した方全員に、文書で通知します。

（注）合格者の受験番号を、上記の発表日を含めて 7日間、人事委員会事務局前（市役所東庁舎  1  階内） 

の掲示板に掲示するとともに、市ウェブサイトで公開します。

電話等による合否に関する問い合わせはお答えいたしかねます。  

26



４ 試験の内容及び出題分野（試験問題の例題などは市ウェブサイトでご確認ください。）

試験科目 時間 配点 試験の内容 

第
1
次
試
験

教養試験 120分 120点 
社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断

推理、数的推理及び資料解釈に関する問題 
（択一式40問） 

経験・業績論文 60分 480点 
専門分野における経験・業績に関する課題についての記述式

試験 

第
2
次
試
験

論文試験 60分 600点 
与えられた課題についての記述式試験  

《12月10日（日）実施 》 

口
述
試
験

個別面接 ― 900点 一般的な個別面接 

専門面接 ― 900点 専門分野に関する個別面接 

＜第1次試験の合格者決定について＞ 

・ 第1次試験の得点により決定します。 

・  第 1 次試験日に受験しなかった試験科目があった場合、全ての試験科目を採点しません。 

・  経験・業績論文の得点が一定水準に達しない場合は不合格となります。その場合、「教養試験」 

の採点は行いません。 

＜第2次試験の合格者決定について＞ 

・ 第1次試験及び第2次試験の得点を合計して決定します。 

・ 口述試験を欠席した場合、論文試験は採点しません。 

・ 論文試験、個別面接及び専門面接のいずれかの試験科目の得点が一定水準に達しない場合、不合格

となります。その場合、他の試験科目の採点は行いません。 

＜試験実施について＞ 

・ 教養試験、経験・業績論文及び論文試験の問題は活字印刷文による出題です。 

・ 試験教室内における携帯電話等の通信機器の操作や、一切の情報の送受信等を禁止します。入室す

る前に、通信機器の電源を切り、必ずかばんの中にしまってください。また、携帯用録画・録音機等

による録画・録音等の行為を固く禁じます。その他不正行為等を含め、以上の内容について違反が確

認されたときは、当該受験を無効とする場合があります。 
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５ 申込手続 ※申し込みはインターネットで行ってください。 

（やむを得ない事情によりインターネット申込ができない方は、7ページ「13  その他(3)」参照） 

○ 身体の障害等のため受験上の配慮を必要とされる方は、申込手続時に所定の手続きによりご 

相談ください。

○ 名古屋市職員採用試験は、申し込みによって試験の準備が進められ、その経費は市民の方に納

めていただいた税金でまかなわれます。貴重な税金を有効に活用するためにも、受験申込をした

方は必ず受験するようお願いします。 

なお、申込前に必ず市ウェブサイトに掲載している採用試験に関する告示をご一読ください。 

利用環境 

インターネットに接続できるパソコンと電子メールアドレスのほか、受験票を印刷するために

プリンターとAdobe Readerが必要となります。 

・ Adobe Readerは以下のページから無料でダウンロードすることができます。 

http://get.adobe.com/jp/reader/ 

・ 受験票の印刷はＡ４判の普通紙で行ってください。 

・ 使用されるパソコンの機種や環境等により利用できない場合があります。 

期間 

 11 月 7 日（火）から 11月 26 日（日）までに本登録が完了したもののみを有効とします。 

・ 必ず期間内に本登録まで完了させてください（本登録が完了すると、それをお知らせする電

子メールが通常遅くとも数時間以内には届きます。）。 

・ 期間中でも、午前2時00分から午前4時59分までは申し込みできません。また、システム管理 

等のため、システムの運用を予告なく停止、休止等する場合がありますので、ご了承ください。 

・ 使用されるパソコンや通信回線上の障害等によるトラブルについては一切責任を負いかねま

すので、期限に余裕をもって申し込んでください。 

アクセス

及び方法 

・ 名古屋市電子申請サービス (https://www.e-shinsei.city.nagoya.jp/)にアクセスし、 

｢利用手引き｣等を読んだうえで、｢平成29年度名古屋市職員免許資格職採用試験を申し込む｣

をクリックし、順次画面の指示に従ってください。 

  詳しくは、名古屋市電子申請サービスの画面や電子メールの指示に従ってください。 

・ 「受付番号」と「パスワード」は名古屋市電子申請サービスにアクセスする時に必要と 

なりますので、必ずメモして控えておいてください。 

・ 送付された電子メール等は印刷する等、確実に保存してください。 

（紛失した場合、受験に影響が生じます）

受験票の

交付手順 

１ 12 月 1日（金）以降に送付する電子メールを確認し、電子メールの記載内容に従って、「受

付番号」と「パスワード」を入力し、受験票及び写真票兼承諾書を印刷してください。（受験

票は PDF ファイルとして発行します。） 

２ 12 月 4日（月）までに電子メールが届かない場合は、市ウェブサイトに掲載される手順に

従ってください。 

３ 写真票は、必ず、写真を貼付し、申込内容を確認のうえ署名をし、試験当日に受験票と

ともにお持ちください。写真や署名がない場合は受験できません。 
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◎フローチャート〈申し込みから第1次試験までの一例〉 

６ 合格から採用まで

 (1) 人事委員会が行う手続き 

  ア 受験資格がないことや受験申込時の記載事項に不正があることが判明した場合には、この採

用試験の受験を無効とします。 

  イ 合格者は、試験区分ごとに、成績順に採用候補者名簿に登載されます。この名簿は原則とし

て確定の日から 1年間有効（有効期間の満了後は採用されません。）です。この名簿は、市長

等の任命権者の請求に応じ提示されます。 

 (2) 任命権者が行う手続き 

  ア 任命権者は提示された名簿をもとに、意向調査、健康診断等を経て採用者を決定します。 

  イ 職種によって必要とされる免許等の資格を採用時に取得できない場合には、採用されません。

また、傷病等により職務に支障があると認められる場合などには、採用されないことがありま

す。 

  ウ 採用は、原則として平成30年4月以降です。 

  エ 日本国籍を有しない方で、採用時に法令により永住が認められていない方は、採用されません。 

７ 試験成績の開示 
試験の成績については、名古屋市個人情報保護条例第31条の規定に基づき、口頭で開示を請求

することができます。開示は、閲覧により行います。 

請求できる人 開示内容 請求期間 請求方法 

第1次試験 

不合格者 

総合順位 

科目別得点 

総合得点 

第1次試験合格点

各試験の結果発表当日からその 

翌月同日まで（ただし、最終日が

閉庁日の場合は、次の開庁日まで）

・ 9：00～12：00 

・13：00～17：00 

（土・日・祝日・振替休日を除く。）

 人事委員会事務局において 

受験者本人が次の(1)及び(2)を 

提示して申し出てください。 

(1) 運転免許証、旅券、学生証

等の身分証明書（写真のある

もの）

(2) 受験票 

第2次試験 

不合格者 

総合順位 

第1次試験得点

(科目別) 

第2次試験得点 

（科目別） 

総合得点 

合格点 

  (注)・ 開示請求は受験者本人による市役所(中区三の丸三丁目1番1号)への来庁が必要です（代

理請求不可）。また、電話・郵便等による請求は受け付けておりません。 

    ・ 必要提示書類（写真付の身分証明書及び受験票）に不足がある場合は開示できません。 

    ・ 来庁の際は公共交通機関をご利用ください（自家用車での来庁はご遠慮ください。）。 

    ・ 受験しなかった科目がある方は、対象となりません。 

【11/7～】

申し込み

【即日】 

 仮登録完了 

電子メール受信

【即日】

本登録 

手続

【即日(～11/26)】 

本登録完了 

電子メール受信

【12/10 試験当日】

受験票・写真票 

持参

【12/1～】 

受験票印刷 

写真貼付 

【12/9】 

受験教室を市 

ｳｪﾌﾞｻｲﾄで確認 

「受付番号」及び 

「パスワード」は 

諸手続に必要です。

本登録完了電子 

メールを確実に 

保管してください。

「受付番号」 

及び 

「パスワード」 

が必要です。 

登録は完了して 

いません。

そのまま本登録の 

手続を進めてくだ 

さい。
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８ 勤務条件（平成29年 4月 1 日現在）

 (1) 初任給の例    

201,595円 

(注)・ 上記の初任給は、給料月額に地域手当を加えたものです。

    ・ この初任給に、学校卒業後の経歴に応じて加算される場合があります。 

    ・ 上記のほか、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手当などの諸手当がそれぞれの

支給要件に応じて支給されます。 

    ・ 採用されるまでに給与関係の条例等の改正が行われた場合は、その定めるところによります。 

 (2) 勤務時間等（勤務場所により別の定めとなる場合があります。） 

1日あたり 7 時間45分、 1週あたり38時間45分です。週休日は週に 2 日です。 

９ 緊急時の対応 

   台風や地震などの自然災害等により、やむを得ず試験日程等を変更することがあります。 

   日程変更等の有無はTwitter(https://twitter.com/nagoyashi_saiyo)により、当日午前7時以 

降にご確認ください。 

10 個人情報の取扱い 

   受験に際して提出された書類等は一切返却しません。なお、採用試験において取得した個人情

報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的では使用しません。 

11 申込後の注意事項 

   申込後に登録内容に変更のあった方、不慮の事故等により第1次試験会場についての配慮が必

要となった方は、至急、人事委員会事務局任用課試験係(電話052-972-3308)までご連絡ください。 

12 過去の実施結果（詳しくは市ウェブサイトでご確認ください。） 

※平成22年度から平成28年度は、学芸（考古学）の試験区分は実施していません。 

実施年度 受験者数（人） 合格者数（人） 倍率（倍） 

平成29年度 10 1 10.0 

平成21年度 41 2 20.5 
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13 その他 

 (1) 日本国籍を有しない方の採用後の配置等 

   日本国籍を有しない方の採用後の配置、異動、昇任などは、「公権力の行使」又は「公の意思の形

成への参画」に携わる公務員となるためには日本国籍が必要であるという「公務員に関する基本原則」

を踏まえ、次のア及びイに該当しない範囲で行われます。その基準は、本市の「日本国籍を有しない

職員の任用上の取扱いに関する規程」等に定められています。 

  ア 公権力の行使に該当する職務（これを行う職域は係単位で定めます。） 

    （例）税等の賦課・徴収、生活保護の決定、都市計画決定、土地収用、立入検査、道路等に関 

      する許可・制限、建築行為の許可、違反建築物の除去・使用禁止命令、食品衛生監視、環 

      境衛生監視、公害発生施設への改善・停止命令、消防業務全般 など 

  イ 公の意思の形成への参画に携わる職 

（代決権を有する、原則としてラインの課長級以上の職が該当します。） 

 (2) 本市職員で受験を希望する方 

  ア 嘱託員、任期付任用職員、臨時的任用職員 

    受験資格を満たす場合は、この試験案内に従って申し込みをしてください。 

  イ 上記以外の本市職員 

    所属長を通じて手続きをすることとなります。所属長へ申し出をしてください。 

 (3) インターネット申込ができない方 

   やむを得ない事情によりインターネット申込ができない場合は、郵送申込となります。この場合に

は、あらかじめ、紙の｢申込書」が必要となりますので、以下の「申込書の請求手続」に従って請求

してください。 

   なお、請求手続に不備がある場合は、申込書を送付いたしかねますので、ご注意ください。

  ア 申込書の請求期限 …  11月 17 日（金）までの消印有効（請求期限が近い場合は速達） ≪持込不可≫

    （注）申込書は、到達順に順次発送します。 

  イ 申込書の提出期限 …  11月26日（日）までの消印有効（必ず速達） ≪持込不可≫ 

≪申込書の請求手続≫ 

１ 請求用封筒（サイズ不問）を用意する。

 (1) 表面に次のア及びイを記載する。 

  ア 宛先「〒460-8508（住所不要）名古屋市人事委員会事務局任用課」 

  イ 「名古屋市採用試験申込書請求」（朱書き） 

 (2) 裏面に受験者の郵便番号、住所及び氏名を明記する。 

２ 返信用封筒（サイズ不問）を用意する。

  表面に受験者の郵便番号、住所及び氏名を記入して、速達郵送分（長形3号の場合は、 

 362円分）の切手を貼り、表面余白に「速達」と大きく朱書きする。 

３ 請求用封筒に返信用封筒を入れ、送付する。

  返信用封筒を請求用封筒に入れて、サイズに合った郵送料の切手を貼り、郵送する。 
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＜申込及び問合せ先＞ 名古屋市人事委員会事務局任用課試験係

〒４６０－８５０８ 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号       

T E L：０５２－９７２－３３０８ 

F A X：０５２－９７２－４１８２ 

Mai l：a3308@jinji.city.nagoya.lg.jp 

 試験案内は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 

名古屋市職員採用案内 検索 

＜情報コーナー＞ 

◇ 採用試験に関する最新の情報は市ウェブサイトをご覧ください。 

⇒              で  

◇ 第１次試験会場予定地（受験票受領後、市ウェブサイトを必ずご覧ください。） 

  ・ 掲載している試験会場はあくまで予定です。必ず各自の受験票で確認してください。

  ・ 試験当日、自家用車等での来場や送迎は、近隣住民の迷惑となるため固く禁止します。 

   公共交通機関を利用してください。 

  ・ 試験会場内の下見はできません。 

  ・ 試験会場へ電話等で直接問い合わせをすることは、固く禁止します。 

【名古屋市中土木事務所ビル】  名古屋市中区千代田一丁目５番８号

【名 古 屋 工 業 大 学 】 名古屋市昭和区御器所町 

◇ Twitterはじめました！ 

人事委員会の実施する採用試験等の情報を発信しています！ 

フォローをお待ちしております！ 

◇ 「名古屋市職員 採用総合案内」について 

   名古屋市の組織、職種、仕事、人事制度などについての概要を掲載したパンフレット 

  です！ぜひ読んでみてください！ 

   詳細は市ウェブサイト「名古屋市職員 採用総合案内」のページをご覧ください。
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